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拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第164期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席
くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合には、お手数ながら後記参考書類をご検討く
ださいまして同封の委任状用紙に賛否をご表示、ご押印のうえ、ご返送くださ
いますようお願い申し上げます。

敬 具

記
１．日 時 平成２９年６月２９日（木曜日）午前１０時
２．場 所 静岡県磐田市岩井２２８０番地

磐田グランドホテル ２階 平安の間
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第１６４期（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件

２．第１６４期（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）
会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件

議案の概要は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」
（３３頁から３４頁）に記載のとおりであります。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の出席票を委任状用紙から切り離さず
に会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎本株主総会招集通知に記載しております添付書類に修正が生じた場合には、
インターネット上の当社ウェブサイト（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｅｎｒｙｕ－ｓａｗ．ｃｏｍ）に
掲載させていただきます。

株 主 各 位

平成２９年６月１２日

静岡県袋井市浅羽３７１１番地

天龍製鋸株式会社
取締役社長 西 藤 晋 吉

第１６４期定時株主総会招集ご通知

（証券コード５９４５）

煮 紗社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社
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（添付書類）

１．企業集団の現況に関する事項
敢 事業の経過及びその成果
当連結会計年度における世界経済は、米国では雇用・所得環境の改善など

により回復基調が継続しております。欧州では英国のＥＵ離脱決定に伴い政
治・経済への先行きに不透明感が見られるものの、個人消費を中心として堅
調に推移しました。新興国では一部に弱さが残るものの、中国では政府によ
る景気対策などにより改善の兆しが見られました。
わが国経済は、年度前半は新興国経済の減速や国際金融市場の不安定化な

ど海外の動向に大きく影響されましたが、年度後半には円安の進行や鉱工業
生産に回復の動きが見られるなど基調としては緩やかな回復を続けておりま
す。
当社グループにおいては、国内市場はほぼ横這いで推移したものの、為替

レートが円高となったため、当連結会計年度における売上高は９，９４６百万円
（前年同期比４．１％減）となりました。利益面では、営業利益１，２０４百万円（前
年同期比８．２％増）、経常利益１，２８０百万円（前年同期比７．１％増）、親会社株主
に帰属する当期純利益は８１９百万円（前年同期比５．９％増）となりました。

柑 対処すべき課題
日本経済は堅調な内需や海外経済の改善を背景に足元では緩やかに拡大し

つつありますが、不安定な為替相場や新興国・資源国経済の動向などにより
不透明な状況が続くものと考えられます。海外においても、米国新政権の政
策・英国のＥＵ離脱問題・欧州における債務問題など先行きは不透明な状況に
あり、当社グループを取り巻く経営環境は厳しい状況が続くと考えておりま
す。
このような状況下、当社グループは国内外生産体制の強化や高付加価値製

品の開発などを図り、市場の変化やユーザーの動向を常に意識し全社的に機
動的な対応に取り組んでまいります。

桓 設備投資及び資金調達の状況
当期の設備投資の総額は、740百万円であり、その主な内容は、生産設備等

と新基幹システムの取得です。なお、設備投資の資金調達は、全額自己資金
をもって充当しております。

事 業 報 告
平成２８年４月１日から（ ）平成２９年３月３１日まで
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棺 財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況

② 当社の財産及び損益の状況
第１６４期

（平成２９年３月期）
第１６３期

（平成２８年３月期）
第１６２期

（平成２７年３月期）
第１６１期

（平成２６年３月期）
期別区分

８，４９５，６５１８，６７５，６０２８，６４１，００９８，０６７，３０１売 上 高（千円）

６２３，８９０８２１，１３５１，０６２，１０８８１０，３５４営 業 利 益（千円）

９９６，８１８１，１４８，２４６１，６１２，７１４１，４０７，１３７経 常 利 益（千円）

７２４，１０２８８６，９０１１，０８３，５３９１，０８５，９９４当期純利益（千円）

１５５．５７１９０．５４２２９．６７２２７．９０１株当たり （円）当期純利益

２４，５２２，３８９２３，５６３，６０３２３，８１０，１０９２３，３４２，２６８総 資 産（千円）

２２，２３７，００１２１，４７８，６６７２１，１４９，５８４２０，５７３，４９９純 資 産（千円）

４，７７７．３９４，６１４．４７４，５４３．６７４，３１７．４７１株当たり （円）純 資 産

第１６４期
（平成２９年３月期）

第１６３期
（平成２８年３月期）

第１６２期
（平成２７年３月期）

第１６１期
（平成２６年３月期）

期別区分

９，９４６，９９４１０，３７５，３８２１０，０２６，２２８８，９５１，９４６売 上 高（千円）

１，２０４，７６５１，１１３，９１６１，３２９，２８８９１７，５１４営 業 利 益（千円）

１，２８０，８３５１，１９６，２８３１，６５６，４５５１，１５３，８３０経 常 利 益（千円）

８１９，６１６７７４，０４６１，００５，４６３７４０，８４９親会社株主に帰属（千円）する当期純利益

１７６．０９１６６．２９２１３．１２１５５．４７１株当たり （円）当期純利益

２６，７８９，６９０２６，１９４，１９０２６，９５４，７０２２５，６５７，３８２総 資 産（千円）

２４，２５６，３５３２３，６６０，８７５２３，８４５，３６９２２，７０５，１８５純 資 産（千円）

５，２１１．２３５，０８３．３０５，１２２．８２４，７６４．８２１株当たり （円）純 資 産
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款 重要な子会社の状況

歓 主要な事業内容（平成２９年３月３１日現在）
① 鋸・刃物類の製造、加工及び販売
② 製材・石材・鉄鋼・農業用等の機械器具の製造、加工及び販売
③ 不動産の賃貸

汗 主要な営業所及び工場（平成２９年３月３１日現在）
① 当社
本 社 工 場：静岡県袋井市
東 京 支 店：千葉県習志野市
大 阪 支 店：大阪府東大阪市
秋 田 支 店：秋田県秋田市
北陸営業所：富山県富山市

② 子会社
天龍製鋸（中国）有限公司：中華人民共和国河北省廊坊市
ＴＥＮＲＹＵ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ．：アメリカ合衆国ケンタッキー州へブロン市
ＴＥＮＲＹＵＳＡＷ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ．，ＬＴＤ．：タイ王国ラヨーン県プワックデーン市
ＴＥＮＲＹＵＥＵＲＯＰＥＧＭＢＨ：ドイツ連邦共和国バーデン・ヴュルテンベルク州アーレン市

漢 従業員の状況（平成２９年３月３１日現在）
① 企業集団

（注）上記従業員数には、出向者及びパートタイマーは含まれておりません。

② 当社

（注）上記従業員数には、出向者及びパートタイマーは含まれておりません。

前連結会計年度末比増減（名）従業員数（名）事業部門等
１１９０４生 産
３８０販 売
１４６管 理
１５１，０３０合 計

主な事業内容出資比率資本金会 社 名
チップソー、ダイヤモンドソー
基板等の製造販売１００％１０億円天龍製鋸（中国）有限公司

チップソー等の販売１００％４，５００千ＵＳ＄ＴＥＮＲＹＵ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ．
チップソー等の製造加工・
販売１００％３６３，０００千ＴＨＢＴＥＮＲＹＵ ＳＡＷ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ．，ＬＴＤ．

（注）特定完全子会社に該当する子会社はありません。

平均勤続年数（年）平均年齢（歳）前期末比増減（名）従業員数（名）
１８．４４３．０８１９３
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澗 主要な借入先の状況（平成２９年３月３１日現在）
該当事項はありません。

２．会社の状況に関する事項
敢 株式に関する事項（平成２９年３月３１日現在）
① 発行可能株式総数 ２２，２９５，２６８株
② 発行済株式の総数 ４，６５４，６３３株（自己株式９１９，１８４株を除く）
③ 株主数 ９７８名
④ 上位１０名の株主の状況

（注）１．当社は、自己株式９１９，１８４株を保有しておりますが、上記の上位１０
名の株主の状況から除いております。

２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

⑤ その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

柑 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

持株比率（％）持株数（千株）株 主 名
７．７６３６１天 龍 製 鋸 社 員 持 株 会

４．８９２２７株 式 会 社 静 岡 銀 行

２．８１１３１長 谷 川 任 璋

２．７３１２７鈴 木 寛 善

２．５６１１９遠 州 鉄 道 株 式 会 社

２．０２９４高 村 博 昭

１．９４９０Ａ Ｉ Ｕ 損 害 保 険 株 式 会 社

１．９３９０川 島 昭 治

１．８７８７鈴 木 良 策

１．７２８０株 式 会 社 遠 鉄 ト ラ ベ ル
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桓 会社役員に関する事項
① 取締役及び監査役（平成２９年３月３１日現在）

（注）１．取締役杉山明喜雄氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役で
あります。

２．監査役丹羽俊文、監査役磯部勝弘の両氏は会社法第２条第16号に
定める社外監査役であります。

３．監査役丹羽俊文氏は税理士の資格を、監査役磯部勝弘氏は公認会
計士及び税理士の資格をそれぞれ有しており、両氏とも財務及び
会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

４．社外監査役丹羽俊文氏は、東京証券取引所から確保が義務付けら
れている独立役員であります。

② 社外役員に関する事項
イ．重要な兼職先と当社の関係

社外取締役杉山明喜雄氏、社外監査役丹羽俊文氏及び磯部勝弘氏の
兼職先とは、特別な関係はありません。

ロ．主な活動状況
社外取締役杉山明喜雄氏は、当事業年度に開催された取締役会には

１３回中８回出席し、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的
な見地からの発言を行っております。
社外監査役丹羽俊文氏は、当事業年度に開催された取締役会には１３

回中１２回、また、監査役会には、８回全てに出席し、税理士としての
豊富な経験の中から、発言を行っております。
社外監査役磯部勝弘氏は、当事業年度に開催された取締役会には１３

回全て、また、監査役会には、８回全てに出席し、公認会計士として

重 要 な 兼 職 の 状 況担 当地 位氏 名

天龍製鋸（中国）有限公司董事長
龍蓮工具（廊坊）有限公司董事長代表取締役社長西 藤 晋 吉

ＴＥＮＲＹＵ ＥＵＲＯＰＥＧＭＢＨ 代表生産・開発技術担当代表取締役専務長谷川清一
ＴＥＮＲＹＵ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ．プレジデント営業一部長取 締 役鈴 木 良 典
ＴＥＮＲＹＵ ＥＵＲＯＰＥＧＭＢＨ 代表国際営業部長取 締 役三 浦 朗

営業二部長取 締 役大 石 高 彰
海外統括室長取 締 役江 原 一 也
管理部長取 締 役鈴 木 達 志

杉山明喜雄公認会計士事務所所長
杉山明喜雄税理士事務所所長取 締 役杉山明喜雄

常勤監査役大 林 和 廣
丹羽俊文税理士事務所所長監 査 役丹 羽 俊 文
公認会計士磯部勝弘事務所所長
税理士磯部勝弘事務所所長監 査 役磯 部 勝 弘
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の財務及び会計に関する専門的な見地からの発言を行っております。
ハ．責任限定契約の概要

社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約は、現在のところ
締結しておりません。

③ 取締役及び監査役の報酬等の額
取締役 ８名 ８５，２０１千円（うち社外 １名 ２，１１８千円）
監査役 ３名 ２０，１６３千円（うち社外 ２名 ６，３５１千円）

（注）上記のほか、使用人兼務取締役の使用人給与相当額４５，８３４千円を支
払っております。

棺 会計監査人に関する事項
① 名 称 ときわ監査法人
② 報酬等の額
イ．当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 ２５，３６２千円
ロ．当社及び当社子会社が支払うべき金銭

その他の財産上の利益の合計額 ２５，３６２千円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監

査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分して
おらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合
計額を記載しております。

２．監査役会は、日本監査役協会「会計監査人との連携に関する実務
指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過
年度の監査計画と実績の状況などを確認し、当事業年度の監査時間
及び報酬見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につ
いて同意いたしました。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人の法令違反、または会計監査人への信頼を失わせる重大事

由が発生したと認められる場合には、監査役会の決議により会計監査人
の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
会計監査人が会社法第３４０条第１項各号のいずれかに該当すると認め

られる場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任
いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集
される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告
いたします。

３．会社の体制及び方針
敢 業務の適正を確保するための体制

当社の「業務の適正を確保するための体制」の概要は、下記のとおりです。
① 取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確
保するための体制
取締役並びに全従業者の職務の執行が、法令及び定款に適合しかつ社

会的責任及び企業倫理を果たすために、「天龍製鋸グループの企業行動規
範」の周知徹底を通じコンプライアンス意識の向上を図る。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報に関しては、取締役会議事 、 部統

制資 、全管理職会議資 、 議決 等を 成・ し、文 取 規
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程の定めに従い適切に管理する。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社を取り巻くリスクを特定したうえで、適切なリスク対応の検討と
管理体制の整備を進める。
また、内部監査室にて業務に関するリスク情報を集約し、必要に応じ

危機管理の対策を講じるとともに、全従業者への周知を図る体制の整備
を行う。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務権限、会議の付議基準を明確にするとともに、意思決定

の妥当性を高めるためのプロセスなど、会議の運用体制を整備する。
また毎月１回の、経営に関する重要な事項の審議・業務執行の状況等

の報告を行う定例の取締役会及び必要に応じた随時の取締役会を開催し、
意思決定の迅速化を図る。

⑤ 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制
イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する
体制
海外統括室が関係会社管理規程に基づき関係会社を管理し、経営等

に関する資料並びに重要な情報の収集・整理を行う。
ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

子会社のリスクを特定したうえで、適切なリスク対応の検討と管理
体制の整備を進める。

ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する
ための体制
関係会社管理規程に基づき、担当部署の業務執行管理及び内部監査

室の業務監査などを通じ、業務効率化の助言・指導を行う。
ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制
子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合

しかつ社会的責任及び企業倫理を果たすために、「天龍製鋸グループの
企業行動規範」の周知徹底を通じコンプライアンス意識の向上を図る。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ
る当該使用人に関する事項、使用人の取締役からの独立性に関する事項
及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
内部監査室に専任者を配置し、必要に応じ監査役会の職務を補助する。
また、当該使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査

役会の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性及び指示の実
効性の確保を図る。

⑦ 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役等及び使用人
等からの監査役への報告又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に
報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、その他監
査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役等及び使用
人等又はこれらの者から報告を受けた者は、当社グループの業務又は
業績に影響を与える重要な事項、法令違反その他のコンプライアンス
上の問題について、常時監査役に報告を行う。



－9－

ロ．監査役は、取締役会に出席するほか、全管理職会議その他の重要な
会議に出席し、職務執行状況などの重要な事項の報告を受けるととも
に、重要な決議書類等の閲覧、財産状況等の調査を行うことができる
体制とする。また、これらの会議及び会計監査人との意見交換などに
おいて、監査結果とそれらの指導事項並びにその改善状況などの開示
を行い、監査役監査の実効性の確保を図る。

⑧ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
を受けないことを確保するための体制
監査役へ報告を行った当社及び子会社の役職員に対し、当該報告をし

たことを理由として不利益な取り扱いを行わないものとする。
⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他
の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事
項
監査役がその職務の執行について生じる費用等の請求をした場合､当

該請求が監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き､当該
請求を処理する｡

⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体と

は一切関係を持たず、外部専門機関との連携を強化しつつ反社会的勢力
及び団体からの要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、
個人とはいかなる取引も行わないとする方針を堅持する。

柑 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
内部統制システムの運用状況については、基本方針に基づき体制の構築

と運用が確実に行われるよう努めるとともに、内部監査室による運用状況
のモニタリングを実施し、不備・指摘事項などについては取締役及び監査
役に報告の上、改善への取り組みを諮っております。
また、財務報告に係る内部統制の整備・運用体制も活用し、全社的な状

況把握と業務の適正化に努めております。

４．株式会社の支配に関する基本方針
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

敢 基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務

及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値
ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを
可能とする者である必要があると考えています。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的

には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。
また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては
株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありませ
ん。
しかし、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主

共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実
上強要するおそれがあるもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に
資さないものも少なくありません。
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特に、当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理
解するのは勿論のこと、当社の企業価値の源泉を理解した上で、これらを
中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいて
は株主共同の利益は毀損されることになります。また、外部者である買収
者からの大量買付の提案を受けた際に、株主の皆様が最善の選択を行うた
めには、当社の企業価値を構成する有形無形の要素を適切に把握するとと
もに、買収者の属性、大量買付の目的、買収者の当社の事業や経営につい
ての意向、既存株主との利益相反を回避する方法、従業員その他のステー
クホルダーに対する対応方針等の買収者の情報も把握した上で、買付が当
社の企業価値や株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があり、かか
る情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企
業価値・株主共同の利益が毀損される可能性があります。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買

付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適
切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗
措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保す
る必要があると考えます。

柑 基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要
当社は企業価値の最大化を実現するため、海外への販売を強化するため

の取り組みを行っております。中国及びアメリカに加え、ヨーロッパ、タイ、
インド等へ事業展開を行っております。
世界中のお客様より信頼され期待される品質の維持・向上を目指してお

り、高性能鋸製造機械や表面処理用新型設備の導入などを行っております。
今後も最新の鋸製造設備の導入や生産システムの構築に投資してまいりま
す。
当社は、これらの取組みを基礎とし、鋸・刃物のパイオニアとして先進

技術の開発を進めると同時に、海外生産拠点として中国、タイに工場を有し、
顧客ニーズに対応する生産能力、国際競争力の強化を目指してまいります。
新興国市場に向けたエリア別・用途別・価格別・寸法別等に体系化された
戦略的製品の開発を行い、営業力の強化に取り組んでまいります。
また、グル―プ会社間の連携による効率的な生産体制の構築、物流効率

化による配送コスト削減、原材料の最適化などコスト低減と更なる経費節
減に取り組み、安定した収益確保を目指してまいります。
当社はこれらに加えて、Ｍ＆Ａや業務・資本提携も視野に入れつつ、さら

に企業価値を向上させる諸施策を実施してまいります。
さらに、当社は、継続的な企業価値の向上を実現していくためにコーポ

レート・ガバナンスを経営上の最重要事項の一つとして認識しており、強
固なコーポレート・ガバナンスの構築により企業の効率性・透明性を充実
させ、株主をはじめとするステークホルダーに対する公正な経営を目指し、
独立性のある社外取締役を選任して透明性のある経営を実現するとともに、
独立性のある社外監査役２名を含む監査役会が取締役の業務執行を監視し、
経営監視機能を高めております。

桓 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決
定が支配されることを防止するための取組み（本プラン）の内容の概要
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① 本プランの目的
本プランは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不

適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを
防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量買付を抑止する
とともに、大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替
案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量買付に応じるべきか
否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様の
ために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。

② 本プランの概要
本プランは、当社株券等の２０％以上を買収しようとする者が現れた際

に、買収者に事前の情報提供を求めるなど、上記の目的を実現するため
に必要な手続を定めております。買収者は、本プランに係る手続に従い、
当社取締役会において本プランを発動しない旨が決定された場合に、当
該決定時以降に限り当社株券等の大量買付を行うことができるものとさ
れています。
当社は、本プランにおける対抗措置の発動の判断について、取締役の

恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した当社社外取締役等の
みから構成される独立委員会の客観的な判断を経るものとしております。
買収者は、買付等の開始又は実行に先立ち、買付等の内容の検討に必

要な所定の情報を提供するものとされ、また、独立委員会は、当社取締
役会に対しても、買収者の買付等の内容に対する意見や代替案等の情報
を提供するよう要求することができます。
独立委員会は、買収者が本プランに規定する手続を遵守しなかった場

合、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白
な侵害をもたらすおそれのある買収である場合などで、かつ新株予約権
の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取
締役会に対して、対抗措置として、買収者等による権利行使は原則とし
て認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式
と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権
を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての
方法により割り当てるべきことを勧告します。当社取締役会は、独立委
員会の勧告を最大限尊重して、新株予約権の無償割当ての実施又は不実
施等に関する決議を行います。また、当社取締役会は、これに加えて、
本プラン所定の場合には、株主総会を招集し、新株予約権の無償割当て
の実施等に関する株主の意思を確認することがあります。
本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当

社による取得に伴って買収者以外の株主の皆様に当社株式が交付された
場合には、買収者の有する当社の議決権割合は、最大５０％まで希釈化さ
れる可能性があります。
本プランの有効期間は、原則として、平成２８年６月２８日開催の当社第

１６３期事業年度に係る定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。

棺 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
当社の国際的な競争力を強化するための取組み及びコーポレートガバナ

ンスの強化等の 施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ
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持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさ
に当社の基本方針に沿うものです。
また、本プランは、当社株券等に対する買付等が行われた際に、当社の

企業価値・株主共同の利益を確保することを目的として導入されるもので
あり、当社の基本方針に沿うものです。特に、本プランについては、「企業
価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」
の定める三原則の要件を完全に充足していること、当社第163期事業年度に
係る定時株主総会において株主の皆様の承認を得ていること、一定の場合
に本プランの発動の是非について株主意思確認総会において株主意思を確
認することとしていること、及び株主総会決議によりいつでも本プランを
廃止できるとされていること等株主意思を重視するものであること、独立
性を有する社外取締役等のみによって構成される独立委員会が設置され、
本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされ
ていること、独立委員会は当社の費用で第三者専門家等の助言を受けるこ
とができるとされていること等により、その公正性・客観性が担保されて
おり、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会
社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

（注）当社は、平成２５年６月１１日開催の当社取締役会及び同年６月２７日開催
の当社第１６０期事業年度に係る定時株主総会の決議に基づき更新した
当社株式の大量取得行為に関する対応策の有効期間が平成２８年６月２８
日開催の当社第１６３期事業年度に係る定時株主総会終結の時までとさ
れていたことから、平成２８年５月１２日開催の当社取締役会及び平成２８
年６月２８日開催の当社第１６３期事業年度に係る定時株主総会の決議に
基づき、旧プランを更新しております。上記は、更新後のプランの内
容の概要並びに具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理
由を記載しております。

（注）本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨て、
比率その他については、表示単位未満の端数を四捨五入しております。

煮 紗社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成２９年３月３１日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部

金 額科 目

１２，５５３，２４４流 動 資 産

４，６１８，６４５現 金 及 び 預 金

２，４１５，６７２受取手形及び売掛金

１，４００，５２６有 価 証 券

１，６３２，８４９商 品 及 び 製 品

４５７，６３９仕 掛 品

９８７，４８７原材料及び貯蔵品

１８７，０８６繰 延 税 金 資 産

８５８，５０１そ の 他

△５，１６３貸 倒 引 当 金

１４，２３６，４４５固 定 資 産

６，８４２，０１７有形固定資産

１，４０４，８２５建 物 及 び 構 築 物

２，３６９，９０６機械装置及び運搬具

２，４７７，４４４土 地

４９４，４０２建 設 仮 勘 定

９５，４３８そ の 他

２２５，９５６無形固定資産

７，１６８，４７１投資その他の資産

６，７１２，９９５投 資 有 価 証 券

６０，２３２出 資 金

５９，３３９長 期 前 払 費 用

３５２，３９８そ の 他

△１６，４９４貸 倒 引 当 金

２６，７８９，６９０資 産 合 計

負 債 の 部

金 額科 目

１，２３４，１８８流 動 負 債

４７５，５３４支払手形及び買掛金

１６２，８１６未 払 法 人 税 等

１３３，６０７賞 与 引 当 金

４６２，２３０そ の 他

１，２９９，１４８固 定 負 債

１，０７５，９３４繰 延 税 金 負 債

１９５，５８６退職給付に係る負債

１３，３００長 期 未 払 金

１４，３２７そ の 他

２，５３３，３３７負 債 合 計

純 資 産 の 部

２１，７５３，２７８株 主 資 本

５８１，３３５資 本 金

５５２，７４７資 本 剰 余 金

２２，５１８，６８４利 益 剰 余 金

△１，８９９，４８７自 己 株 式

２，５０３，０７４その他の包括利益累計額

１，６４７，８９７その他有価証券評価差額金

８４３，７５０為替換算調整勘定

１１，４２６退職給付に係る調整累計額

２４，２５６，３５３純 資 産 合 計

２６，７８９，６９０負 債 純 資 産 合 計
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金 額科 目
９，９４６，９９４売 上 高
６，３５１，５１７売 上 原 価
３，５９５，４７７売 上 総 利 益
２，３９０，７１２販売費及び一般管理費
１，２０４，７６５営 業 利 益

営 業 外 収 益
１９，５２３受 取 利 息
８３，９４９受 取 配 当 金

１２７，０４８２３，５７５そ の 他
営 業 外 費 用

１，５８９支 払 利 息
４８，４３５為 替 差 損

５０，９７８９５２そ の 他
１，２８０，８３５経 常 利 益

特 別 利 益
９，８１２９，８１２固 定 資 産 売 却 益

特 別 損 失
７，６５２固 定 資 産 売 却 損
９，５３４固 定 資 産 除 却 損
１，７０４た な 卸 資 産 処 分 損

１９，８９１１，０００死 亡 弔 慰 金
１，２７０，７５６税金等調整前当期純利益

４０９，２１７法人税、住民税及び事業税
４５１，１４０４１，９２２法 人 税 等 調 整 額
８１９，６１６当 期 純 利 益
８１９，６１６親会社株主に帰属する当期純利益

連 結 損 益 計 算 書

）平成２８年４月１日から
平成２９年３月３１日まで（

（単位：千円）
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連結株主資本等変動計算書
（平成２８年４月１日から 平成２９年３月３１日まで）

株 主 資 本

株主資本合計自己株式利益剰余金資本剰余金資本金

２１，１８９，６６７△１，８９９，４８７２１，９５５，０７２５５２，７４７５８１，３３５当期首残高

当期変動額

△２５６，００４△２５６，００４剰余金の配当

８１９，６１６８１９，６１６親会社株主に帰属する
当期純利益

―自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

５６３，６１１―５６３，６１１――当期変動額合計

２１，７５３，２７８△１，８９９，４８７２２，５１８，６８４５５２，７４７５８１，３３５当期末残高

（単位：千円）

純資産合計
その他の包括利益累計額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

退職給付に係る
調 整 累 計 額

為替換算
調整勘定繰延ヘッジ損益その他有価証券

評 価 差 額 金
２３，６６０，８７５２，４７１，２０７△５１，１７３１，１６７，７２１△３，０００１，３５７，６６１当期首残高

当期変動額

△２５６，００４剰余金の配当

８１９，６１６親会社株主に帰属する
当期純利益

―自己株式の取得

３１，８６６３１，８６６６２，５９９△３２３，９７０３，０００２９０，２３６株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

５９５，４７７３１，８６６６２，５９９△３２３，９７０３，０００２９０，２３６当期変動額合計

２４，２５６，３５３２，５０３，０７４１１，４２６８４３，７５０―１，６４７，８９７当期末残高

（単位：千円）
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
敢 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数……………４社
連結子会社の名称…………天龍製鋸（中国）有限公司

ＴＥＮＲＹＵ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ．
ＴＥＮＲＹＵＳＡＷ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ．，ＬＴＤ．
ＴＥＮＲＹＵＥＵＲＯＰＥＧＭＢＨ

柑 非連結子会社の名称等
非連結子会社の名称………龍蓮工具（廊坊）有限公司

ＴＥＮＲＹＵＳＡＷＩＮＤＩＡＰＲＩＶＡＴＥＬＩＭＩＴＥＤ
ＴＥＮＲＹＵＳＡＷ ＤＥ ＭＥＸＩＣＯ，Ｓ．Ａ．ＤＥＣ．Ｖ．

連結の範囲から除いた理由……非連結子会社３社はいずれも小規模であり、
合計の総資産、売上高、当期純損益（持分
に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合
う額）等は、いずれも連結計算書類に重要
な影響を及ぼしていないため連結の範囲か
ら除いております。

２．持分法の適用に関する事項
持分法適用会社はありません。
持分法を適用していない非連結子会社（龍蓮工具（廊坊）有限公司、

ＴＥＮＲＹＵＳＡＷＩＮＤＩＡＰＲＩＶＡＴＥＬＩＭＩＴＥＤ、ＴＥＮＲＹＵＳＡＷ ＤＥ
ＭＥＸＩＣＯ，Ｓ．Ａ．ＤＥＣ．Ｖ．）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益
剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結
計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がない
ため持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、いずれも１２月３１日であり、連結計算書類の作

成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生
じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
敢 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの…………連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの…………移動平均法による原価法
② デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ……………時価法
③ たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっ

ております。
製品・原材料・仕掛品…主に総平均法
商 品…………主に移動平均法
貯 蔵 品…………主に最終仕入原価法
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柑 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産……………当社は定率法によっております。
（リース資産を除く） 但し、平成１０年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）並びに平成２８年４
月１日以降に取得した建物附属設備及び構
築物については、定額法によっております。
連結子会社は主として定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ８～４７年
機械装置及び運搬具 ４～１０年

② 無形固定資産……………定額法によっております。
（リース資産を除く） ソフトウェア（自社利用分）については、

社内における利用可能期間（５年）に基づ
く定額法によっております。

③ リース資産………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に
係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼ
ロとして算定する定額法によっております。

桓 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
しております。

② 賞与引当金………………従業員に対して支給する賞与の支払いに充
てるため、賞与支給見込額のうち、当連結会
計年度に負担すべき金額を計上しております。

③ 役員賞与引当金…………役員に対して支給する賞与の支払いに充て
るため、年間支給見込額を計上しております。
なお、当連結会計年度末に負担すべき金額
がないため、計上しておりません。

棺 その他連結計算書類作成のための重要な事項
① 退職給付に係る会計……退職給付に係る負債は、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計年度末における
見込額に基づき、退職給付債務から年金資
産の額を控除した額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見
込額を当連結会計年度までの期間に帰属さ
せる方法については、給付算定式基準に
よっております。
数理計算上の差異については、従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）
による定率法により発生の翌連結会計年度
より費用処理しております。
未認識数理計算上の差異については、税効
果を調整の上、純資産の部におけるその他
の包括利益累計額の退職給付に係る調整累
計額に計上しております。

② ヘッジ会計の処理………繰延ヘッジ処理によっております。
③ 消費税等の会計処理……消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方

式によっております。
会計方針の変更
会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更
当社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法
の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）
を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備
及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

処理の方法
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これによる、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期
純利益に与える影響は軽微であります。

連結貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 ８，５７２，９２４千円
２．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書に関する注記
１．通常の売買目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額

売上原価 △１，６０１千円
２．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 ５，５７３，８１７株
２．当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

３．当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
平成２９年６月２９日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に
関する事項を次のとおり提案しております。
① 配当金の総額 ２６９，９６８千円
② １株当たり配当額 ５８．００円
③ 基準日 平成２９年３月３１日
④ 効力発生日 平成２９年６月３０日
なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

効力発生日基 準 日
１株当たり
配 当 額
（円）

配当金
の総額
（千円）

株式の種類決 議

平成２８年６月２９日平成２８年３月３１日５５．００２５６，００４普通株式平成２８年６月２８日
定時株主総会
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融商品で運用して
おります。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用してお
り、投機的な取引は行わない方針です。受取手形及び売掛金に係る顧客の
信用リスクは、営業業務管理規程に沿った与信管理を通じ、リスクの低減
を図っております。有価証券及び投資有価証券は主に国債・社債・株式で
あり、時価・信用格付等の把握を通じ、リスクの低減を図っております。デ
リバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対
するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引です。外貨建て取引の為替
相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、ヘッジ対
象の識別は個別契約ごとに行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項

平成２９年３月３１日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差
額については、次表のとおりであります。なお、時価を把握することが極
めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）を参
照ください。）。

（※）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
敢 現金及び預金、並びに柑受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額によっております。

桓 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は市

場価格等によっております。
棺 支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと

から、当該帳簿価額によっております。
（注２）非上場株式(連結貸借対照表計上額 808,577千円)は、市場価格がなく、

かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把
握することが極めて困難と認められるため、｢桓有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券｣には含めておりません。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 ５，２１１円２３銭
２．１株当たり当期純利益 １７６円０９銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

その他の注記
該当事項はありません。

（単位：千円）

差 額時 価連結貸借対照表
計上額

―
―

―
―

４，６１８，６４５
２，４１５，６７２

７，３０４，９４３
（４７５，５３４）

４，６１８，６４５
２，４１５，６７２

７，３０４，９４３
（４７５，５３４）

敢 現金及び預金
柑 受取手形及び売掛金
桓 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券

棺 支払手形及び買掛金
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貸 借 対 照 表
（平成２９年３月３１日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部

金 額科 目
９，５７４，２９３流 動 資 産
３，２３０，９６９現 金 及 び 預 金

７５０，５７６受 取 手 形
１，８４４，４５９売 掛 金
１，４００，５２６有 価 証 券

２６６，１２２商 品
６５２，４４６製 品
３６６，９０１原 材 料
２２１，６４５仕 掛 品
９７，１２４貯 蔵 品
１６，９３６前 払 費 用
９１，６９１繰 延 税 金 資 産
１６，１３２未 収 入 金
６１９，８０６そ の 他
△１，０４４貸 倒 引 当 金

１４，９４８，０９５固 定 資 産
４，８３６，４６６有形固定資産

７２３，００４建 物
１７７，８９４構 築 物

１，０７８，９２１機 械 及 び 装 置
１，１８７車 両 運 搬 具

１４，６０９工具、器具及び備品
２，３６０，８３３土 地

４８０，０１６建 設 仮 勘 定
２２５，０９５無形固定資産
２２３，１９６ソ フ ト ウ エ ア

１，８９９電 話 加 入 権
９，８８６，５３３投資その他の資産
６，５２０，９４４投 資 有 価 証 券
１，７２７，４１１関 係 会 社 株 式

６３０出 資 金
１，２００，０１２関 係 会 社 出 資 金

４０，６１５従業員に対する長期貸付金
１０，２７４長 期 前 払 費 用

２２６，２４２保 険 積 立 金
３３，５７９会 員 権
１，８９６差 入 保 証 金

１５３，７９２そ の 他
△２８，８６６貸 倒 引 当 金

２４，５２２，３８９資 産 合 計

負 債 の 部
金 額科 目

９８４，８１３流 動 負 債
１３１，２８２支 払 手 形
４０５，５５８買 掛 金

８，４２８リ ー ス 債 務
３４，７１３未 払 金
１５３，５０６未 払 費 用
９８，３３２未 払 法 人 税 等
３，１３４前 受 金
９，９６４預 り 金

１３３，６０７賞 与 引 当 金
６，２８５そ の 他

１，３００，５７５固 定 負 債
１２，０９６リ ー ス 債 務

１，０６１，０３８繰 延 税 金 負 債
２１１，９０９退 職 給 付 引 当 金
１３，３００長 期 未 払 金
２，２３１長 期 預 り 保 証 金

２，２８５，３８８負 債 合 計
純 資 産 の 部

２０，５８９，１０３株 主 資 本
５８１，３３５資 本 金
５５２，７４７資 本 剰 余 金
５５２，７４７資 本 準 備 金

２１，３５４，５０８利 益 剰 余 金
１４８，８６３利 益 準 備 金

２１，２０５，６４５その他利益剰余金
５００，０００配 当 積 立 金
３５０，０００退職給与積立金

１，０００，０００建設準備積立金
１，０００，０００研究開発積立金

５００，０００公害防止準備金
１００，０００記念事業準備金

１，５００，０００海外市場開拓準備金
８２６，８６３土地圧縮積立金
９７，３１９建物圧縮積立金

６０４償却資産圧縮積立金
２，０００，０００別 途 積 立 金
１３，３３０，８５７繰越利益剰余金
△１，８９９，４８７自 己 株 式
１，６４７，８９７評価・換算差額等
１，６４７，８９７その他有価証券評価差額金
２２，２３７，００１純 資 産 合 計
２４，５２２，３８９負 債 純 資 産 合 計
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金 額科 目
８，４９５，６５１売 上 高
６，２５７，８４４売 上 原 価
２，２３７，８０７売 上 総 利 益
１，６１３，９１６販売費及び一般管理費

６２３，８９０営 業 利 益
営 業 外 収 益

１，３２４受 取 利 息
７，５４２有 価 証 券 利 息

３５４，２１０受 取 配 当 金
２，２１９不 動 産 賃 貸 料

１４，９４８貸 倒 引 当 金 戻 入 益
４００，０７３１９，８２８そ の 他

営 業 外 費 用
１，５８９支 払 利 息

２４，６０６為 替 差 損
２７，１４５９４９そ の 他
９９６，８１８経 常 利 益

特 別 利 益
９，３１０９，３１０固 定 資 産 売 却 益

特 別 損 失
７，６５２固 定 資 産 売 却 損

１９９固 定 資 産 除 却 損
１，７０４た な 卸 資 産 処 分 損

１０，５５６１，０００死 亡 弔 慰 金
９９５，５７１税 引 前 当 期 純 利 益

２４９，４１８法人税、住民税及び事業税
２７１，４６９２２，０５１法 人 税 等 調 整 額
７２４，１０２当 期 純 利 益

損 益 計 算 書

）平成２８年４月１日から
平成２９年３月３１日まで（

（単位：千円）
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株主資本等変動計算書
（平成２８年４月１日から 平成２９年３月３１日まで）

株 主 資 本

利 益 剰 余 金資本剰余金
資本金 利益剰余金

合 計
そ の 他
利益剰余金利益準備金資本準備金

２０，８８６，４１１２０，７３７，５４７１４８，８６３５５２，７４７５８１，３３５当期首残高

当期変動額

△２５６，００４△２５６，００４剰余金の配当

７２４，１０２７２４，１０２当期純利益

自己株式の取得
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

４６８，０９７４６８，０９７―――当期変動額合計

２１，３５４，５０８２１，２０５，６４５１４８，８６３５５２，７４７５８１，３３５当期末残高

（単位：千円）

純資産合計
評価・換算差額等株 主 資 本

その他有価証券
評 価 差 額 金株主資本合計自己株式

２１，４７８，６６７１，３５７，６６１２０，１２１，００６△１，８９９，４８７当期首残高

当期変動額

△２５６，００４△２５６，００４剰余金の配当

７２４，１０２７２４，１０２当期純利益

――自己株式の取得

２９０，２３６２９０，２３６株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

７５８，３３３２９０，２３６４６８，０９７―当期変動額合計

２２，２３７，００１１，６４７，８９７２０，５８９，１０３△１，８９９，４８７当期末残高

（単位：千円）
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（注）その他利益剰余金の内訳

海 外 市 場
開拓準備金

記念事業
準 備 金

公害防止
準 備 金

研究開発
積 立 金

建設準備
積 立 金

退職給与
積 立 金配当積立金

１，５００，０００１００，０００５００，０００１，０００，０００１，０００，０００３５０，０００５００，０００当期首残高

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

土地圧縮積立金の取崩

建物圧縮積立金の取崩

償却資産圧縮積立金の取崩
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

―――――――当期変動額合計

１，５００，０００１００，０００５００，０００１，０００，０００１，０００，０００３５０，０００５００，０００当期末残高

（単位：千円）

合 計繰 越 利 益
剰 余 金別途積立金償 却 資 産

圧縮積立金
建 物 圧 縮
積 立 金

土 地 圧 縮
積 立 金

２０，７３７，５４７１２，８５７，５４６２，０００，０００８０５１０２，３３１８２６，８６３当期首残高

当期変動額

△２５６，００４△２５６，００４剰余金の配当

７２４，１０２７２４，１０２当期純利益

―土地圧縮積立金の取崩

―５，０１２△５，０１２建物圧縮積立金の取崩

―２０１△２０１償却資産圧縮積立金の取崩

―株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

４６８，０９７４７３，３１０―△２０１△５，０１２―当期変動額合計

２１，２０５，６４５１３，３３０，８５７２，０００，０００６０４９７，３１９８２６，８６３当期末残高

（単位：千円）
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
敢 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式…………………移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの…………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの…………移動平均法による原価法
柑 たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によって
おります。
製品・原材料・仕掛品……総平均法
商 品……………移動平均法
貯 蔵 品……………最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方法
敢 有形固定資産………………定率法によっております。

（リース資産を除く） 但し、平成１０年４月１日以降に取得した建
物（建物附属設備を除く）並びに平成28年
４月１日以降に取得した建物附属設備及び
構築物については、定額法によっておりま
す。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであり
ます。
建物 ８～４７年
機械及び装置 １０年

柑 無形固定資産………………ソフトウェア（自社利用分）については、
（リース資産を除く） 社内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。
桓 リース資産…………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼ
ロとして算定する定額法によっております。

３．引当金の計上基準
敢 貸倒引当金…………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
しております。

柑 賞与引当金…………………従業員に対して支給する賞与の支払いに充
てるため、賞与支給見込額のうち、当事業
年度に負担すべき金額を計上しております。

桓 役員賞与引当金……………役員に対して支給する賞与の支払いに充て
るため、年間支給見込額を計上しておりま
す。
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なお、当事業年度末に負担すべき金額がな
いため、計上しておりません。

棺 退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年
度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当事業年度末において発
生していると認められる額を計上しており
ます。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見
込額を当事業年度までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によって
おります。
数理計算上の差異については、従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）
による定率法により発生の翌事業年度より
費用処理しております。
未認識数理計算上の差異の貸借対照表にお
ける取扱いが連結貸借対照表と異なります。

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理………消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方

式によっております。

会計方針の変更
会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更
法人税法の改正に伴い、「平成２８年度税制改正に係る減価償却方法の変更に
関する実務上の取扱い」（実務対応報告第３２号 平成２８年６月１７日）を当事業
年度に適用し、平成２８年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
これによる、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与
える影響は軽微であります。

貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 ４，９７０，５１７千円
２．関係会社に対する短期金銭債権 ９２０，８９０千円
３．関係会社に対する長期金銭債権 １２３，７２１千円
４．関係会社に対する短期金銭債務 １９８，０８７千円
５．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書に関する注記
１．関係会社との取引高

売上高 １，９２１，３５８千円
仕入高 ２，５３５，２４６千円
営業取引以外の取引高 ２７０，２６０千円

２．通常の売買目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額
売上原価 △５６４千円

３．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の数
普通株式 ９１９，１８４株
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税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

（流動資産）
繰延税金資産

賞与引当金 ４０，３４９千円
未払事業税 ６，４２９千円
たな卸資産評価損 ３６，１１５千円
その他 ８，７９７千円

繰延税金資産合計 ９１，６９１千円
（固定負債）
繰延税金資産

退職給付引当金 ６３，５７４千円
投資有価証券評価損 ３８，８８０千円
関係会社株式評価損 １９，６２０千円
ゴルフ会員権評価損 ２１，５２２千円
その他 １５，０１２千円

繰延税金資産小計 １５８，６０９千円
評価性引当額 △８２，８０６千円

繰延税金資産合計 ７５，８０３千円
繰延税金負債

建物圧縮積立金 ４１，７２７千円
土地圧縮積立金 ３５４，３７０千円
その他有価証券評価差額金 ６８０，４８３千円
その他 ６０，２５９千円

繰延税金負債合計 １，１３６，８４１千円
繰延税金負債の純額 １，０６１，０３８千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差
異があるときの、当該差額の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 ３０．２％
（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 ０．２％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △８．３％
外国子会社から受ける配当金の源泉税 １．２％
住民税均等割等 ０．７％
外国税額控除 △０．５％
過年度法人税等 ２．０％
その他 １．８％

税効果適用後の法人税等の負担率 ２７．３％
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関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針
１．製品・商品の価格については、市場価格及び総原価を勘案し、決定し

ております。
２．ロイヤルティについては、契約に基づいて決定しております。
３．配当金については、当期純利益を基準とし内部留保とのバランスを考

慮して決定しております。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 ４，７７７円３９銭
２．１株当たり当期純利益 １５５円５７銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

その他の注記
該当事項はありません。

関連当事者との関係議決権の所有
（被所有）割合会社等の名称種 類

役員の兼任所有 直接１００％天龍製鋸（中国）有限公司

子会社
役員の兼任所有 直接１００％ＴＥＮＲＹＵ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ．
役員の兼任所有 直接１００％ＴＥＮＲＹＵＳＡＷ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ．，ＬＴＤ．
役員の兼任所有 直接１００％ＴＥＮＲＹＵＥＵＲＯＰＥＧＭＢＨ

（単位：千円）

期末残高科 目取引金額取 引 内 容会 社 等 の 名 称

５８，３２２売掛金
２４０，１１９製品・商品の販売

天龍製鋸（中国）有限公司

１１，０３７未収入金
９，１６８売掛金３７，７８９ロイヤルティ等
――２００，０００配当金の受取

１２９，６８２買掛金
２，０４２，１３２商品の購入

１，２０９未払費用
２７６，０１４売掛金８２６，２０２製品・商品の販売

ＴＥＮＲＹＵ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ．
――５３，０５１配当金の受取

２１２，７３４売掛金
１７４，９３５製品・商品の販売

ＴＥＮＲＹＵＳＡＷ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ．，ＬＴＤ． １２３，７２１投資その他
６７，１４２買掛金４７４，３７５商品の購入
２３６，１７４売掛金４０１，６８１製品・商品の販売ＴＥＮＲＹＵＥＵＲＯＰＥＧＭＢＨ
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当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、天龍製鋸株式会社
の平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの連結会計年度の連結計算
書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が
国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選
択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に
応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示
に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、天龍製鋸株式会社及び連結子会社か
らなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
以 上

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

天龍製鋸株式会社
取 締 役 会 御 中

平成２９年５月２９日

と き わ 監 査 法 人
代表社員 公認会計士業務執行社員

代表社員 公認会計士業務執行社員

岩 田 礼 司 魁

河 俣 貴 之 魁
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当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、天龍製鋸株
式会社の平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの第１６４期事業年度の
計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類
及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立

場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るた
めに、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について

監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の
判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚
偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計
算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し

たと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及
びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。
以 上

計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

天龍製鋸株式会社
取 締 役 会 御 中

平成２９年５月２９日

と き わ 監 査 法 人
代表社員 公認会計士業務執行社員

代表社員 公認会計士業務執行社員

岩 田 礼 司 魁

河 俣 貴 之 魁
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当監査役会は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの第１６４期事
業年度に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表）に関して、各監査役が作成した監査報告書
に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。

１． 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、連

結計算書類について取締役及び使用人等から報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適
正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関す
る品質管理基準」（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備し
ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に
基づき、当該事業年度に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしま
した。

２． 監査の結果
会計監査人ときわ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

平成２９年６月１日

天龍製鋸株式会社 監査役会

常勤監査役 大 林 和 廣 魁

社外監査役 丹 羽 俊 文 魁

社外監査役 磯 部 勝 弘 魁

連結計算書類に係る監査役会の監査報告書 謄本

連結計算書類に係る監査報告書
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当監査役会は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの第１６４期事
業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に
基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作
成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
敢 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査
の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

柑 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の
方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等
と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、
重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会
社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社からの事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を
確保するために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項及
び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取
締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第１１８条第３号イの基
本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における
審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施して
いるかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から｢職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制｣（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を｢監査に関する
品質管理基準｣（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明
細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
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２．監査の結果
敢 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状
況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に
違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認
めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容
及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支
配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は
認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第１１８
条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社
の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の
地位の維持を目的とするものではないと認めます。

柑 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人ときわ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

平成２９年６月１日

天龍製鋸株式会社 監査役会

常勤監査役 大 林 和 廣 魁

社外監査役 丹 羽 俊 文 魁

社外監査役 磯 部 勝 弘 魁

以 上
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議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

１．議決権の代理行使の勧誘者

２．議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当期の配当金につきましては、「連結配当性向３０％以上とすることを利益

配分の基本方針といたしますが、その時々の投資計画・資金調達・自己株
式取得予定等を総合的に勘案し、配当額を決定いたします。」との配当方針
に基づき、諸要素を総合的に勘案した結果、以下のとおりとさせていただ
きたいと存じます。

敢 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金５８円 総額２６９，９６８，７１４円

柑 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成２９年６月３０日

第２号議案 取締役９名選任の件
本総会の終結の時をもって取締役全員（８名）は任期満了となりますので、

取締役９名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

天龍製鋸株式会社
取締役社長 西 藤 晋 吉

所有する当
社株式の数略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況氏 名

（生年月日）

２１，０００株

当社入社
当社大阪支店長
当社取締役営業部長
当社常務取締役営業担当
龍蓮工具（廊坊）有限公司董事長（現任）
当社代表取締役社長（現任）
天龍製鋸（中国）有限公司董事長（現任）

昭和４９年４月
平成１４年１月
平成１５年６月
平成１８年１０月
平成１９年７月
平成２５年６月
平成２５年９月

西 藤 晋 吉
（昭和２６年６月１７日）

５７，０００株

当社入社
当社営業部営業二課長兼営業三課長
当社取締役開発技術部長
当社常務取締役生産・開発技術担当兼開発技術部長
ＴＥＮＲＹＵＥＵＲＯＰＥＧＭＢＨ代表（現任）
当社代表取締役専務生産・開発技術担当（現任）

昭和５１年４月
平成１３年１２月
平成１５年６月
平成２１年７月
平成２２年８月
平成２５年６月

長谷川 清 一
（昭和２８年１１月４日）

１０，０００株

当社入社
当社営業部営業一課長
当社取締役営業部長
ＴＥＮＲＹＵＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ．プレジデント（現任）
当社取締役営業一部長（現任）

昭和５８年４月
平成９年７月
平成１９年６月
平成２２年８月
平成２４年６月

鈴 木 良 典
（昭和３５年９月２４日）
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（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．杉山明喜雄氏は社外取締役候補者であります。
３．杉山明喜雄氏につきましては、公認会計士としての豊富な経験と見

識が、当社のコーポレート･ガバナンスの強化に有用と判断したた
め社外取締役候補者といたしました。

４．杉山明喜雄氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時を
もって１０年となります。
なお、会社法施行規則第７４条に定める、取締役の選任に関する議案
に記載すべき事項につきましては、上記を含め他に記載すべき事項
はございません。

以 上

所有する当
社株式の数略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況氏 名

（生年月日）

２，０００株

当社入社
当社営業部貿易課長
ＴＥＮＲＹＵＥＵＲＯＰＥＧＭＢＨ代表（現任）
当社取締役国際部長
当社取締役国際営業部長（現任）

平成１０年９月
平成２２年７月
平成２４年６月

平成２７年４月

三 浦 朗
（昭和２９年４月２４日）

５，０００株

当社入社
当社営業部営業三課長
当社営業部次長兼営業三課長
当社取締役営業二部長（現任）

平成２年４月
平成１６年４月
平成２２年７月
平成２４年６月

大 石 高 彰
（昭和４２年８月２９日）

２５，０００株

当社入社
当社営業部貿易課長
当社総務部長
当社取締役総務部長
当社取締役海外統括室長（現任）

昭和５３年４月
平成９年７月
平成２１年７月
平成２２年６月
平成２７年４月

江 原 一 也
（昭和３０年７月４日）

３，３００株

当社入社
当社営業部貿易課
ＴＥＮＲＹＵＳＡＷ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ．，ＬＴＤ．代表
当社取締役アジア担当
当社取締役管理部長（現任）

平成３年４月
平成１４年１２月
平成１６年１１月
平成２５年６月
平成２７年７月

鈴 木 達 志
（昭和４０年６月２１日）

― 株

㈱静岡銀行退社
当社入社
当社経理部長
当社総務部長（現任）

平成２５年１月
平成２５年２月
平成２５年５月
平成２７年４月

堀 内 敏 晴
（昭和３３年１月２日）

１，０００株

監査法人太田哲三事務所（現・新日本有限
責任監査法人）入所
杉山明喜雄公認会計士事務所所長（現任）
杉山明喜雄税理士事務所所長（現任）
当社取締役（現任）

昭和５８年９月

平成４年１月

平成１９年６月

杉 山 明喜雄
（昭和３２年１０月２５日）
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〈メ モ 欄〉



【送迎バスのご案内】

当日、磐田駅南口から会場まで送迎バスを
運行いたしますのでご利用下さい。
バスの発車時刻は、午前９時１５分です。


